
 

 ○福知山市難聴者（児）補聴器購入費等助成事業実施要綱  

平成26年３月31日  

告示第201号  

（目的）  

第１条 この要綱は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15 条第４項の規定に定める身体障害者手帳

の交付対象とならない軽度及び中度の18歳以上65歳未満の難聴者（以下「難聴者」という。）及び18歳

未満の難聴児（以下「難聴児」という。）の保護者に対し、補聴器の購入又は修理に係る費用の一部

（以下「購入費等」という。）を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。  

（交付対象）  

第２条 この事業の対象となる軽度及び中度の難聴者及び難聴児（以下「難聴者（児）」という。）は、次の各

号の要件を全て満たす者（以下「支給対象者」という。）とする。  

(１) 難聴者及び難聴児の保護者（児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条に規定する保護者をいう。以下

同じ。）が市内に住所を有し、現に居住している者。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。）の居住地特例の対象と

なる市外の施設に入所しており、その前居住地が市内である場合は、対象とする。  

(２) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法で定める補装具費の支給の対象

とならない者。ただし、身体障害者福祉法第15条に規定する耳鼻科を担当する指定医師又は障害者総合支

援法第54条第２項に規定する知事が指定する医療機関において耳鼻科を主として担当する医師が装用の必

要を認めた場合は、30デシベル未満の難聴者（児）についても対象とする。  

（３）補聴器の装用により、就労、就学等の社会生活活動の促進又は言語の習得等に一定の効果が期待で

きると医師が判断する難聴者（児）  

(４) 補聴器の購入について、第４条の規定による申請の日から起算して過去５年以内に助成を受けていないこ

と。  

（５）次のいずれかに該当する者であること。 

ア難聴児については、補聴援助システムの給付又は貸出等を受けていないこと。 

イ難聴者については、市民税非課税世帯又は生活保護世帯であること。 

（購入費等の支給額）  

第３条 助成の対象となる補聴器の名称、購入又は修理に要する費用の額の算定等は、補装具の種目、購入又は 

修理に要する費用の算定等に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示第 528 号。以下「算定基準」と

いう。）によるものとする。なお、補聴器は片側装用に１台、両側装用につきそれぞれ１台を助成の

限度とする。 

２ 購入費等の支給額は、難聴者にあっては購入費等の額（その額が算定基準に定める基準額を超えると

きは、その額。以下この項において同じ。）に２分の１を乗じた額（その額に１円未満の端数を生じた

ときは、その端数を切り捨てた額。以下この項において同じ。）、難聴児にあっては購入費等の額に３分

の２を乗じた額とする。 

３ 購入に係る費用の一部の支給について、この要綱に基づき補聴器を購入した実績があり、かつ、当該

補聴器が算定基準の耐用年数を経過していない場合は、行わない。ただし、当該補聴器が当該耐用年数



を経過していない場合であっても、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

（申請） 

第４条 支給対象者は、購入費等の支給を受けようとするときは、難聴者（児）補聴器購入費等支給申請

書（別記様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。ただし、

この要綱による購入費の支給を受けて購入した補聴器の修理費の支給を申請する場合は、第１号

の添付を省略できるものとする。 

(１) 難聴者（児）補聴器購入費等支給意見書（医師が作成したものとする。別記様式第２号） 

(２) 補聴器の見積書（難聴者（児）の身体の安全を保護するため、京都府知事と補装具費の代理受領等

に係る契約を締結している業者が作成したものに限る。） 

(３) 市町村民税課税所得証明書（非課税証明書）（申請を行った年（１月から６月までの間の申請にあっ

ては前年）の１月１日に福知山市に住所を有さない所得判定対象世帯員分） 

（支給決定等） 

第５条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、購入費等の支給の可否を決定するもの

とする。 

２ 市長は、前項の審査の結果、購入費等の支給の決定を行ったときは、難聴者（児）補聴器購入費等支

給決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知する。 

３ 市長は、第１項の審査の結果、支給の決定を行わないこととしたときは、その理由を記載した難聴者

（児）補聴器購入費等支給不承認通知書（別記様式第４号）により申請者に通知する。 

４ 支給対象者は補聴器購入後、購入内容及び支払額を証する書類の写しを市長に提出するものとする。 

５ 市長は、前項の書類提出の後に購入費を支給するものとする。 

（有効期間） 

第６条 前条第２項の支給決定の有効期間は、支給決定の日から、当該日の属する年度の３月 31 日まで

の期間とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に

定める日をもって有効期間の終期とする。 

(１) 支給対象者でなくなったとき 支給対象者でなくなった日 

(２) 購入費等の受給を辞退したとき 辞退の日 

（購入費の返還） 

第７条 市長は、支給決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由を付した難聴

者（児）補聴器購入費等支給取消通知書（別記様式第５号）により支給決定を取り消し、購入費等

の全部又は一部について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。 

(１) 虚偽の申請その他の不正行為により購入費等の支給決定を受けたとき。 

(２) 購入費等の支給決定を受けた補聴器を譲渡し、交換し、貸付け、又は担保等に供し 

たとき。 

(３) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 附 則 



この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年４月１日告示第 27 号） 

この告示は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年８月 28 日告示第 100 号） 

この告示は、平成 27 年８月 28 日から施行し、改正後の福知山市難聴児補聴器購入費 

等助成事業実施要綱の規定は、平成 27 年６月１日から適用する。 

附 則（平成 28 年６月 29 日告示第 61 号） 

この告示は、平成 28 年６月 29 日から施行し、改正後の福知山市難聴児補聴器購入費 

等助成事業実施要綱の規定は、平成 28 年４月１日から適用する。 

附 則（令和２年２月３日告示第 227 号） 

この告示は、令和２年２月３日から施行する。 

附 則（令和３年７月 12 日告示第 146 号） 

この告示は、令和３年７月 12 日から施行する。 

附 則（令和６年８月 23 日告示第 189 号） 

この告示は、令和６年８月 23 日から施行し、令和６年８月１日から適用する。 

 附 則（令和７年５月２８日告示第１１２号） 

この告示は、令和７年６月１日から施行します。 

附 則（令和７年４月２１日告示第１８号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行します。 

別記様式第１号 

別添様式のとおり 

別記様式第２号 

別添様式のとおり 

別記様式第３号 

別添様式のとおり 

別記様式第４号 

別添様式のとおり 

別記様式第５号 

別添様式のとおり 


